
＜ケアの指針＞
　子どもが病気や治療について知ることは、子どものヘルスリテラシーを高め、セルフマネジメ
ントにつながるという共通認識を親と医療者がもつことが重要である。
◦病気・治療の説明に対する子どもの心理的準備を支える
◦子どもの病気・治療の説明に対する親の心理的準備を支える
◦病気・治療の説明を子どもが理解できるよう支援する
◦病気・治療の説明後の子ども・家族のサポートをする
◦子どもに他の子どもの死を伝えることについて検討する
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１．子どもの権利
　1989年に国連で採択された「児童の権利に関する条
約（子どもの権利条約）」は、子どもの基本的人権を
国際的に保障するために定められた条約です。18歳未
満の子どもを権利の主体と位置づけ、おとなと同様ひ
とりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過
程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利
を定めています。その権利は子どもの「生きる権利」、

「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の4つ
に大別され、一般的原則として、生命・生存および発
達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見
の尊重、差別の禁止をうたっています（公益財団法人
日本ユニセフ協会）。
　病気の子どもが健康な子どもと同様の生活を営む権
利を保障するためには、親と一緒にいること、遊びや
レクリエーションに参加しながら教育を受けること、
医療に主体的に参加できることを保障することが必要
です。そして、子どもが医療に主体的に参加できるよ
うにするために私たち医療者がすべきことは何かを常
に考えることが大切です。

２．子どもに病気や治療のことを伝える意味
　子どもの権利を尊重する観点から、子どもに病気や
治療について説明をする意味は非常にシンプルです。
それは、子どもは権利の主体であり、大人と同様に人
格を有する独立した人間であるがゆえに、病気や治療
に関して説明を受ける権利を持っているということで
す。子どもに病気や治療について説明をすることが、
子どもの人格を尊重していることであると考えると、
説明をしないことは子どもの人格を尊重していないと
も解釈できます（栃木県弁護士会「医療における子ど

もの人権を考えるシンポジウム」実行委員会，2007）。
そのため、重要なことは、子どもに病気について「話
す」か「話さない」かについて論じるのではなく、「話
す」ことを前提として、子どもに「理解してもらえる
ように話すためにはどうしていくか」、また、「話した
後の子どもと家族をどのように支えていくか」を考え
て行動していくことです。
　泉ら（2008）が行った小児がんの子どもたちの心的
外傷後ストレス（以下、PTSDとする）症状に関する
研究では、PTSDの発症には、治療の厳しさに対する
子どもの考え方、子どもの不安になりやすさ、周囲か
ら支援を受けている感覚の低さが予測因子になりうる
ことが示唆されています。また、米国で行われた研究
結果と比較して、重症なPTSD症状を示す子どもの割
合は同程度でしたが、中等度レベルに相当する子ども
が圧倒的に多かったことが報告され、その理由として
患者に提供される病気に関する情報量の少なさが影響
していると推察されています。
　一般的に、病気を治す過程では、症状が軽減するこ
とにより病気がよくなっていく感覚を得ることができ
ますが、小児がんの子どもたちは、化学療法による
様々な副作用症状を体験しているので、すぐには元気
になっている感覚を得ることは難しいといえます。子
どもが化学療法の仕組みについて理解できれば、すぐ
に元気になることができない理由を理解することがで
きます。また、事前に化学療法の作用や副作用、検査
や処置のスケジュールや方法を知り、その子どもなり
の対処行動を医療者と一緒に考えて取り組むことがで
きれば、子どもの苦痛は少なくなり、主体的に治療に
取り組めるのではないでしょうか。さらに、子どもが
自分の病気や治療について知っていることにより、他
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の子どもとの交流において、治療や検査の苦痛を共有
し、対処行動を学び合うことも可能になるでしょう。
毎年約2500人の子どもたちが小児がんに罹患し、70～
80％が治癒する現代では、過去に小児がんであった成
人が増えていきます。WHOのHealthy�People�2010で
は、人々が健康を維持、増進させていくためにヘルス
リテラシーを高めていく必要性を提唱しています。ヘ
ルスリテラシーとは、「認知面、社会生活上のスキル
を意味し、健康増進や維持に必要な情報にアクセスし、
理解し、利用していくための個人的な意欲・動機・能
力を表すもの」とされています（丸ら，2009）。治療
による長期的な影響や晩期障害を発症するリスクがあ
る小児がんの子どもたちに対しては、幼少期から子ど
もの認知的発達に合わせて病気や治療に関する説明を
繰り返し行い、子どもが自分で考えてやってみる体験
を医療者がサポートしていくことで、セルフマネジメ
ント能力が身についていくと考えられます。子どもが
自分の病気や治療を正しく知ることは、子ども自身が
より健康に生きていくための主体的な活動ができる第
１歩になるのです。

３．親の複雑な思い
　親は診断直後の思いを、「目の前が真っ白になった」、

「よくわからないうちに治療が始まってしまった」、「新
しいこととか覚えることが多くてとにかく辛かった」、

「なじみのない言葉ばかりで日本語とは思えなかった」
などと話し、非常に混乱し辛かったと語ります。この
ような時期に、親は治療に関する決定をし、子どもや
きょうだいへの説明について考えなくてはなりませ
ん。さらに、化学療法が始まると、子どもの身体的・
精神的苦痛をそばで見守り、支え続けることになりま
す。
　親にとって「子どもが小児がんである」という事実
を受け入れられない状況で、子どもに病名を伝えると
いうことは非常に困難なことです。また、自分たちで
さえも理解が難しい疾患や治療を子どもに説明するこ
とについて、「説明してもわからないのではないだろ
うか」、「髪の毛が抜けるような治療は嫌といわれたら
どうしたらよいか」、「治ってからでもいいのではない
だろうか」と様々な思いを抱くことでしょう。このよ
うな時、父親、母親それぞれに違う思いを抱いている
こともあるので、丁寧に聴くことが必要です。
　わが子が小児がんになることは未知の体験であるた
め、子ども自身がどのように病気と向き合い、治療に
取り組んでいくのか、親がその姿を想像することは容
易なことではありません。子どもたちの多くが病気に

ついて知ることにより、大きなショックを受けること
があっても「じゃあどうやって治すの？」と気持ちを
切り替えて治療に取り組んでいく姿や、医療者も共に
支えていくことを理解してもらう必要があります。親
が「忙しい医療者には声をかけられない」と思ってい
ることは、多くの研究で指摘されています。医療者が
親の食事や睡眠などの生活状況を気にかけ、きょうだ
いの様子に関心を向けることにより、親自身が医療者
や周囲の人にサポートされ、なんとかやっていけるか
もしれないという感覚を持つことが大切でしょう。親
自身が抱いている疑問や不安を表現できるような手助
けをし、子どもにとってどうなると一番よいかを一緒
に話し合えることが望ましいのです。子どもと親と医
療者が同じ目標に向かって取り組むためには、事実を
曖昧にせず、子どもの力を信じて事実を伝え、その後
のサポートが必要となります。

４．子どもの病気や治療の理解
　子どもにとって「病気」というものは、原因と結果
の結びつきが曖昧で目に見えないため、理解すること
が難しいといえます。まずは、病因論から子どもの理
解を考えてみましょう（小畑,�1999）。ピアジェの発達
段階でいう感覚運動期の子どもたち（0～2歳）は、自
分の身体全体で周囲の環境そのものを捉えるため、病
気や治療を理解することは難しいでしょう。
　前概念期（2～6歳）の子どもたちには、自分自身が
目にしたものや痛みなどの感覚が真実であり、見えな
いものについて考えることはできません。また、病気
になる直前の自分の行為や出来事を病気の原因と捉
えることがあるため、「悪いことしたから病気になっ
ちゃった」というように病気を罰と捉えることがあり
ます。幼児後期になると、汚いものに触ると病気にな
るという考え方から「感染」という概念が現れます。
具体的操作期（7～11歳）になると、自分の経験の範
囲内で論理的思考ができるようになります。健康に悪
いことをすると、その影響で病気になったことが理解
できるようになり、病気の外在的な原因と身体の内在
的な影響に繋がりがあること、すなわち外から細菌や
ウイルスが身体の中に入り、病気を引き起こすという
考え方をするようになります。ただし、幼児期から学
童期にかけては、感染症でない病気に関しても感染の
概念を適用することがあるため、注意が必要です。形
式的操作期（11歳以上）には、経験のないことでも抽
象的な理解が可能になるため、成人とほぼ同様な病因
の認知ができるようになります。しかし、病気や治療
の体験は非常に少ないため、成人と同様の説明で正し
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く理解することは難しいので工夫が必要です。
　子どもたちが小学校の授業で学ぶ身体のしくみとは
どのようなものでしょうか。小学校3・4年生の理科の
授業では、人と身体には骨と筋肉があること、人が体
を動かすことができるのは、骨、筋肉の働きによるこ
とを学びます。また、6年生になると、体内には生命
活動を維持するための様々な臓器があり、呼吸、循環、
消化と排出に着目して生命を維持する働きを学びま
す。第二次性徴を迎える頃の保健体育の授業では、身
体が年齢により変化し、その変化には個人差があるこ
と、大人の身体に近づき、体つきが変わったり初経・
精通などが起こったりすることを学習します。さらに、
心と体には密接な関係があることや病気は病原体、体
の抵抗力、生活行動、環境が関わり合って起こること、
病気の原因により様々な予防行動があることなどを学
んでいきます。一般的に、子どもたちはこのような学
習をしますが、子ども自身が日常的に繰り返し経験す
ることに関しては、早い段階で理解できるので、子ど
もの反応を捉えながら伝えてみましょう。

５．子どもへの病気や治療の伝え方
　子どもに伝える際には、「この子どもは何を知りた
いと感じているか？」を考え、子どもに聞いてみるこ
と、子どもの思いを尊重しながら「繰り返し」説明を
行うことが重要です。年齢に限らず、言語を補足する
視覚的なものを活用すると、子どもが内容になじみや
すく、理解が得られ、記憶にもとどまりやすいと言え
ます。以下の年齢は、あくまでも基準であり、経験の
少ない年長児であっても経験を重ねている年少児の方
が、多くの内容を理解していることもありますので考
慮するとよいでしょう。

１）3歳未満の子どもたち
　子どもが関心のあることは、今自分に何が起こる
のかということなので、子どもに何かするときには、

「シュポシュポするね」、「チックンがんばろうね」と
行為を簡潔な言葉にして優しく語りかけます。また、
身体で感じる感覚についても「ちょっと冷たいよ」な
どと伝えるようにします。痛みや子どもが感じる恐
怖を言語化し、「痛かったね」「こわかったね」と医療
者や親が理解していることを伝え、しっかりとスキン
シップをはかります。子どもがコントロールできる体
験を増やすように、採血後に貼るシールはどれにする
かなど、子どもに選択できる機会を作るようにします。
　また、親との分離も子どもにとっては恐怖となりま
す。可能な限り、親との分離は避け、親がそばにいる

ことが子どもの安心につながるよう親子双方に関わり
ます。親が不安を感じていると、子どもにも不安が伝
わります。検査や処置に親が同席する場合には、親自
身の不安を緩和するケアを十分に行う必要がありま
す。

２）3歳〜7歳未満の子どもたち
　白血病であれば、骨髄や血球のイラストなどを併用
し、血をつくる工場の中に「元気な細胞」「病気の細胞」
がいるから、病気の細胞がいなくなるように点滴のお
薬にやっつけてもらおう、などの説明をします。飲ん
でいる薬の効果や目的などに関しては、その都度わか
りやすく話しましょう。病気になったことや治療をす
ることは自分が悪いことをした罰だと捉えていないか
を確認し、必要であれば修正をしましょう。痛みを伴
う検査や処置への恐怖が強い子どもたちもいます。子
どもが何に恐怖を感じるのかを丁寧にアセスメント
し、子どもが対処しやすい方法をともに考え、取り組
んでいくことが必要になります。

３）7歳以上の子どもたち
　幼児期の子どもたちへの説明に加え、元気な細胞が
やっつけられることにより、熱が出やすくなる（易感
染）、出血しやすくなる（出血傾向）疲れやすくなる

（貧血）などの副作用とその対処行動も伝えましょう。
年齢とともに、子ども自身が自分の身体に関心を持ち、
セルフケアを主体的に行っていくことができるよう、
必要性や根拠も一緒に伝えるようにしましょう。医療
者からの一方的な情報提供ではなく、子ども自身が感
じる症状を大人に自分の言葉で伝えることができるな
ど、将来を見据えたかかわりも必要となります。ま
た、時間の概念が発達してくるので、検査や処置をい
つ知っておきたいかなどについて相談し、治療のスケ
ジュールなども伝えておくと、子どもなりに心理的準
備を進められるようになります。

４）11歳以上の子どもたち
　思春期に小児がんに罹患した子どもたちに、病名・
病気・治療の説明についてインタビューした結果では、
自分たちが知りたいと思うタイミングで教えてほしい
と思い、「自分のことだから病名を知りたいと思う反
面、“病名”と“治る”という言葉がセットでなくて
はならない」と考えていたことが明らかにされていま
す（伊藤ら，2010）。また、病名以外の知りたいこと
には順番があり、わかる言葉で繰り返し説明されると
入院生活の道しるべになると感じていたことから、子
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どもに知りたいことを確認することが必要です。
　子どもの病気や治療への知識には、子どものこれま
での経験や子ども自身がどのような情報を得ているか
が影響します。例えば、祖父母をがんで亡くしていた
り、小児がんで亡くなった子どもの本やドラマを見
たことがあったりする子どもは、病名を聞いて死をイ
メージすることがあります。病気・治療の説明の際に、
子どもがその病名を聞いたことがあるか、その病名か
らどのようなイメージをするのかなどについて、親や
医療者と共有しておくと、その後のケアの方向性を検
討しやすいでしょう。
　また、この年代の子どもたちは、二次性徴による身
体とこころの変化に直面する時期となり、自身の身体
変化に敏感になります。小児がんの治療においては、
脱毛や手術の創部の傷、CVカテーテル挿入や末梢静
脈路の確保に伴う傷、爪の変色や筋力・体力の低下な
ど、様々なボディイメージに影響を与えることが起こ
り得ます。予測できることは事前に子どもに伝え、自
分自身の変化をどのように捉え、感じているのか注意
深く見守ることが必要です。
　この時期に対応が必要となる晩期合併症の一つとし
て、妊孕性の問題があります。アルキル化剤やプラチ
ナ製剤といった抗がん剤の投与や骨盤・性腺・下垂体
が照射野となる放射線治療は、妊孕性喪失の原因とな
り得るため、男子の精子凍結保存、女子の受精卵凍結
保存、卵子凍結保存に関しては小児がんの治療開始前
に行う必要があります（宮地ら，2017）。このような
説明を子どもにする際には、病気を治すためにはとて
も大切な治療であるが、将来赤ちゃんを産むために必
要な卵子や精子という赤ちゃんのたまごが育ちにくく
なってしまう危険性があるため、今のうちに赤ちゃん
になる卵を取っておくということの必要性やその具体
的な方法について説明をします。子どもが青年期・成
人期になったときに重要な課題となるため、検査や治
療を受けるかどうかについて、親や医師、看護師と一
緒に考えたいと思っていることを伝え、話し合う機会
をもつとよいでしょう。

６．きょうだいへの伝え方
　きょうだいに影響を与える因子については、単一な
ものではなく、性別や出生順位、年齢、認知発達、家
族構成、家族を取り巻く社会環境、家族の精神的健康
など複数の因子が相互作用しています。病気や障がい
のある子どもがいる場合、親の注意が子どもに向きや
すくなることで、親との関係に葛藤を生じやすくなり
ます。さらに、きょうだいの発達段階や親の対応に

よっても多少の違いはありますが、きょうだいが持ち
やすい気持ちを挙げてみます。兄弟姉妹が突然の病気
になってお父さんお母さんの様子が変わることで、『い
つもと違う、みんなと違う（困惑・喪失感）』、『何が
起こったの？こわい！（不安・恐怖）』、兄弟姉妹の病
気の原因がわからない、周囲からの説明がないので『私
がお姉ちゃんの頭をたたいたから‥？お姉ちゃんの病
気は私のせい？（罪悪感）』、『妹ばっかり、弟ばっか
りずるい！（怒り・嫉妬）』、『だれも私のことは見て
くれない（寂しさ・孤立感）』、『僕（私）はいらない
子なんだ（肯定感の低下）』、『僕（私）は病気じゃな
いからもっとがんばらなきゃだめだ（プレッシャー）』
などを持ちやすくなり、だれからも説明がないことで
きょうだいは想像力を膨らましていくのです。
　子どもに病気・治療の説明がされていない場合は、
きょうだいにもされていないことが多く、発病初期よ
り遅れて説明されたきょうだいは、タイムリーに情
報を得ていないために状況の理解が難しくなりやすい

（戈木，2002）と言われています。親は、混乱の中で
話す余裕がなく、話すことに辛さを感じることが多い
ので、入院の際は、「◯◯くんが病気になって、お医
者さんに治してもらうためにしばらく病院にお泊りす
ることになった」の一言でも良いので、話してもらう
ようしましょう。
　また、小児がんの子どものきょうだいは、母親のい
ない寂しさを感じ、もっと甘えたいという気持ちを持
ちながら、自分に頼ってほしい、患児の病状や治療に
ついて知りたいといった患児の治療を支えたいという
気持ちを抱いていること（橋本ら，2018）、きょうだ
いがはじめから状況を理解していると、他人の痛みが
わかるようになったり、家族のきずなを感じられたり
していたことも報告されています（戈木，2002）。医
療者にはきょうだいが家族の一員として、一緒に闘病
できるように支えることが求められています。
　きょうだいへの説明内容は、子ども本人に準じ、発
達状況に合わせた内容とします。親からの説明が難し
い場合には、親同席のもと、医師もしくは看護師から
説明をするのもよいでしょう。その際には、子どもの
病気や治療のことだけではなく、きょうだいが自宅で
留守番を頑張っていること、困ったときには、我慢せ
ず親に伝えて良いこと、医療者は、きょうだいのこと
も心配していて、何かあったら力になりたいことを伝
えるとよいでしょう。また、きょうだいが頑張ってく
れるとよいことは、しっかりとご飯を食べたり寝たり
すること、たくさん遊んで、学校（幼稚園など）に行
くことであることなども伝えましょう。時に、きょう
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だいも子どもの入院を前述した「罪と罰」で捉えてい
ることがあるので、確認し修正しましょう。また、脱
毛やムーンフェイスなどの外観の変化には、きょうだ
いも驚いてしまうので子どもに会う前に伝えておきま
しょう。
　感染予防のために、中学生未満の子どもが面会でき
ない施設も多いと思います。その場合、きょうだいの
交流ができるよう、親が入院中の子どもやきょうだい
の様子をスマートフォンなどで撮影し、メッセージと
して伝える工夫をすると、きょうだい間の交流が保た
れやすいでしょう。

７．親が子どもに伝えることを拒否したときの対応
　子どもが病名や病状、治療について伝えられずに治
療を受けている場合、看護師たちは子どもの気持ちを
確認する困難さと子どもへの対応の難しさを感じ、先
が見えない闘いを子どもに強いること、子どもが治療
への主体性を持てなくなることを課題と捉えていまし
た（三澤ら，2007）。子どもの権利条約の観点からは、
子どもに病気や治療について伝えることよりも伝え
ないことのほうが最善の利益をもたらすという時にの
み、「伝えない」という選択をするべきだと言われて
います（栃木県弁護士会「医療における子どもの人権
を考えるシンポジウム」実行委員会，2007）。
　親が子どもに伝えることをためらい、拒否すると
き、医療者にはどのような対応が求められるのでしょ
うか。まずは、父親、母親の両者がなぜ子どもに伝え
ることをためらい、拒否するのかについて、親の思い
を十分に聴くことが必要です。このとき、親を説得し、
考えを変えてもらおうという姿勢では臨まないように
しましょう。自分の思いをわかってもらえる人がいる、
ということは親にとって救いになります。親の立場に
なって親の語りを聴けば、親が伝えたくないという真
の思いに気付くことができるでしょう。そのうえで、
これまで医療者が経験してきた、または先行研究で明
らかにされている病気や治療について伝えなかった場
合に予測されることを一つひとつ具体的に、親と一緒
に考えていきます。前述したように、子どもに説明す
ることの意味は重要です。事実をそのまま伝えない方
針を取ることにより、「子どもに質問されたらどうし
よう」と身構え、親子間や子どもと医療者間でのオー
プンなコミュニケーションが難しくなる恐れがあり
ます。その結果、子どもが感じていることを周囲の人
に伝えにくくなり、不安や心配を自分の中で抱え込ん
でしまう恐れや誤った解釈を持ち続けることもありま
す。親が子どもへの説明を拒否している時、先が見え

ない状況で、副作用のある治療を受けなくてはならな
くない子どもの辛さまで想像できているでしょうか。
再発した場合、治癒が望めない場合等、どこまで事実
を伝えるのか、ということはあるかもしれませんが、
診断直後には、しっかりと事実を共有するようにしま
しょう。子どもたちが病名や病状、これから行う治療
について、何を知りたいと感じ、何は知らなくてよい
と感じているのかを把握し、子どもの最善を考える立
場で考えたときに、何を伝えたほうが良いと考えるの
かをチームで検討することが必要になります。

８．病気・治療説明時の看護師の役割と多職種協働
１）子どもにとっての最善の説明ができるような場の

準備を医療チームで行う
　子どもが自分の病気や治療について理解できる場に
するためには、看護師がどのような役割が取れるかが
鍵となります。子どもや親が不安に感じていること、
子どもが知りたいと感じている内容を事前に医師に伝
え、子どものニーズが満たせる時間となるように準備
します。多職種が勤務している組織であれば、臨床心
理士やチャイルドライフ・スペシャリスト、保育士な
どの職種が早めに子どもにかかわり、子どもの入院前
後の様子や言動、病気や治療に対する思いなどを事前
に聞いておき、子どもの説明内容や方法に活かすとと
もに、説明後のサポート体制づくりをします。

２）病気・治療の説明に対する子どもの心理的準備を
支える

　子どもへの説明は、診断がつき次第、親への説明後
にされることが多いでしょう。その間に、医師から聞
きたい内容について子どもと話をしておきましょう。
ちょっとした子どもの言動にアンテナを張り、「なぜ
そう思ったのか？」「どのように感じたのか？」など、
子どもが語れるようであれば子どもの思いを聴く機会
を作ります。子どもが医師に聞きたいと感じている内
容は一緒にメモをとっておき、説明の場に持参して聞
き忘れがないように確認しましょう。

３）子どもの病気・治療の説明に対する親の心理的準
備を支える

　子どもへの説明を躊躇する親にとって、説明に同席
することは緊張を強いられます。事前に親に声をかけ、
子どもの様子を聴いたり、親の思いを聴いたりするな
どして、親が落ちついてその場に同席し、子どもを支
えることができるように医療者が親のサポートを行い
ます。
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４）病気・治療の説明を子どもが理解できるよう支援
する

　説明の時、子どもは緊張していることが多いので、
プライマリーナースや担当することが多い看護師が説
明の場に同席し、緊張がほぐれるように声をかけま
しょう。
　医療者がどれだけ難しい言葉を使わないように配慮
しても、子どもにとってはなじみのない言葉ばかりが
並びます。血球の絵や写真などが載っている本、模型
などを用いて、視覚的にイメージがしやすい説明の工
夫ができると、圧迫感のある雰囲気が和らぎます。子
どもが聞きたいことが聞けているか、子どもの発達段
階や理解に沿った説明がなされているか、子どもが理
解しているような反応をしているかを確認します。子
どもが理解できていないと感じたら、「○○ちゃん、
△△って難しい？」などと問いかけ、医師とともに補
足します。親には、子どもが理解しにくいと感じた場
合には、途中で子どもに聴いてもらったり、説明を加
えてもらったりしてよいことを伝えておきます。子ど
もが動揺したり、説明に集中できない様子が見られた
りした場合には、休憩をはさむか一度中止するなどの
対応が必要となります。

５）病気・治療の説明後の子ども・親を支援する
　長い間小児がん看護を行っている看護師であって
も、説明を受けた子どものサポートをすることは難し
いと感じています（三澤ら，2007）。説明実施後にど
のようにサポートをすればよいのか、事前に話し合っ
たり、先輩看護師が相談に乗ったりするなど、チーム
の中でケアの方法を共有しておくとよいでしょう。前
述した研究では（伊藤ら，2010）、説明されるときに
はサポート体制を含めた環境が大切であり、家族が一
緒に泣いてくれたり、看護師が慰めてくれたりしたか
ら立ち直れたと子どもが語り、家族、医療者が協力し
て子どもを支える必要性が示されています。
　まずは、説明を受けた後の子どもの言動や日常の過
ごし方、睡眠の状況などを観察するとともに、親が子
どもの様子をどのように感じたか、子どもにどのよう
に関わっているかを把握します。親が子どもの思いを
受け止められているようであれば、子どもと親で過ご
せる時間を作り様子を見ることもできますが、親が子
どもの心理面を支えることが難しい場合には、看護師
が親と一緒に子どものそばにいたり、話を聴いたりす
ることが必要になるでしょう。その場に同席した看護
師が子どもの思いを確認することもできますし、その
場に同席しなかった看護師が、子どもの衝撃が和らい

だ時点で、医師からどのように説明を聴いたのかを子
どもに尋ねると、子どもの言葉で理解した内容を確認
できます。
　どのような説明内容にショックを受けるかは子ども
によって異なりますが、脱毛のこと、入院期間、学校
を休まなくてはならないことや転校の必要性などは子
どもが衝撃を受けやすい内容です。がん＝死、という
イメージを持っている場合であっても、医師から成人
と子どものがんの違いや治療をすれば治る、と説明さ
れると、不安が軽減されることもよくあります。
　子どもの質問があった場合は、「何か答えなくては」
と身構える必要はなく、子どもが話したいことをしっ
かり聴くことが最も重要です。子どもが知りたいと感
じた理由をきいてみることもよいでしょう。その場で
即答できなくても、近いうちに確実に返答できればよ
いのです。

６）子どもに他の子どもの死を伝えることについて検
討する

　一緒に闘病していた他児が亡くなった場合、子ども
たちにどのように伝えるか、一人ひとり検討が必要に
なります。他の子どもたちとの交流がある子どもが亡
くなった時には、子どもの親に、他の子どもや親から
質問があった場合の対応について相談しておくとよい
でしょう。現在では子ども・親同士がスマートフォン
などを活用して、子どもの死後も連絡が取りやすく
なっているため、治療を継続している子どもたちの親
がその後の対応に悩むことが増えています。子どもが
知りたいと感じているとき、子どもの病状に配慮しな
がら伝える方法を親と医療チームで検討する必要があ
るでしょう。
　色々な状況下での子どもへの説明は容易ではありま
せん。いろいろなツールを活用しながら話題を作っ
て、話すタイミング（年齢・認知・理解・病状等）や
内容を工夫していくことも大事です。下記に示した絵
本もひとつの方法として活用できます。友だちが病気
になったときにどのように伝えるか、命の大切さを伝
えたいとき、不安な自分の気持ちをうまく表現できな
いときなどに、絵本やお話をうまく使うことで、話題
を作り工夫し表現することができることもあります。
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